
 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面（変更） 

（吸収分割会社：会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に定める書面） 

（吸収分割承継会社：会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 192条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年６月 22日 

 

阪和興業株式会社 

 

HKGトレーディング株式会社 

  



2026年６月 22日 

 

吸収分割に係る事前開示書面（変更） 

 

大阪市中央区伏見町四丁目３番９号 

阪和興業株式会社 

代表取締役 中川 洋一 

 

東京都中央区京橋一丁目 13番１号 

HKGトレーディング株式会社 

代表取締役 岩田  修 

 

阪和興業株式会社（以下、「承継会社」といいます。）及び HKG トレーディング株式会社

（以下、「分割会社」といいます。）は、分割会社を吸収分割会社とし、承継会社を吸収分割

承継会社として、2026年４月 30日付け吸収分割契約を締結し、2026年６月 30日を効力発

生日として、分割会社の協和スチール株式会社、株式会社建鋼社及び永和金属株式会社に係

る株式管理事業（以下、「承継対象事業」といいます。）に関して有する権利義務を承継会社

に承継させる吸収分割（以下、「本分割」といいます。）を行うことといたしました。 

本分割につきましては、2026 年５月 11 日に「吸収分割に係る事前開示書面」（以下「当

初開示書面」といいます。）の備置きを開始しておりますが、分割会社の 2026年６月 22日

付の株主総会において、2026 年３月期に係る計算書類等が承認されたことにより、分割会

社の新たな最終事業年度が存することとなりましたので、以下のとおり変更後の事項を開

示いたします。 

なお、項目番号は、当初開示書面の項目番号と対応しております。 

 

記 

 

第５ 分割会社に関する事項（会社法施行規則第 183条第５号イ及び第 192条第４号） 

１ 最終事業年度に係る計算書類等 

別紙２のとおりです。 

 

以上 

  



別紙２ 分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

次頁以降をご覧ください。 

以上 




















